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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
四
百
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
士

介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
八
月
七
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
四
（
第
五
条
―
第
七
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
五
条
―
第
七
条
関
係
）

時

間

数

時

間

数

領

域

教

育

内

容

第
一
号
養

第
二
号
等

第
三
号
養

領

域

教

育

内

容

第
一
号
養

第
二
号
等

第
三
号
養

成
施
設

養
成
施
設

成
施
設

成
施
設

養
成
施
設

成
施
設

人
間
と
社

人
間
の
尊
厳
と
自
立

三
〇
以
上

人
間
と
社

人
間
の
尊
厳
と
自
立

三
〇
以
上

会

人
間
関
係
と
コ
ミ
ュ

六
〇
以
上

会

人
間
関
係
と
コ
ミ
ュ

三
〇
以
上

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

社
会
の
理
解

六
〇
以
上

一
五

社
会
の
理
解

六
〇
以
上

一
五

人
間
と
社
会
に
関
す

人
間
と
社
会
に
関
す

る
選
択
科
目

る
選
択
科
目

合
計

二
四
〇

合
計

二
四
〇

（
略
）

（
略
）

こ
こ
ろ
と

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の

一
二
〇

六
〇

六
〇

こ
こ
ろ
と

発
達
と
老
化
の
理
解

六
〇

三
○

三
〇

か
ら
だ
の

し
く
み

か
ら
だ
の

認
知
症
の
理
解

六
○

三
○

六
〇

し
く
み

発
達
と
老
化
の
理
解

六
〇

三
○

三
〇

し
く
み

障
害
の
理
解

六
○

三
○

三
〇

認
知
症
の
理
解

六
○

三
○

六
〇

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の

一
二
〇

六
〇

六
〇

障
害
の
理
解

六
○

三
○

三
〇

し
く
み

（
略
）

（
略
）

別
表
第
五
（
第
七
条
の
二
関
係
）

別
表
第
五
（
第
七
条
の
二
関
係
）

科

目

時

間

数

科

目

時

間

数

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み
Ⅰ

二
〇

発
達
と
老
化
の
理
解
Ⅰ

一
〇

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み
Ⅱ

六
〇

発
達
と
老
化
の
理
解
Ⅱ

二
〇
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発
達
と
老
化
の
理
解
Ⅰ

一
〇

認
知
症
の
理
解
Ⅰ

一
〇

発
達
と
老
化
の
理
解
Ⅱ

二
〇

認
知
症
の
理
解
Ⅱ

二
〇

認
知
症
の
理
解
Ⅰ

一
〇

障
害
の
理
解
Ⅰ

一
〇

認
知
症
の
理
解
Ⅱ

二
〇

障
害
の
理
解
Ⅱ

二
〇

障
害
の
理
解
Ⅰ

一
〇

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み
Ⅰ

二
〇

障
害
の
理
解
Ⅱ

二
〇

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み
Ⅱ

六
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

合

計

（
略
）

合

計

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
四

の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
適
用
す
る
。

一

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
。
附
則
第
三
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第

四
十
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設
（
以
下
「
第
一
号
養
成
施
設
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
修
業
年
限
が
四
年
以

上
の
も
の
又
は
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

二

第
一
号
養
成
施
設
の
う
ち
修
業
年
限
が
三
年
以
上
四
年
未
満
の
も
の

平
成
三
十
二
年
四
月
一
日

三

第
一
号
養
成
施
設
の
う
ち
修
業
年
限
が
二
年
以
上
三
年
未
満
の
も
の

平
成
三
十
三
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

新
規
則
別
表
第
四
の
規
定
の
適
用
の
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
指
定
を
受
け
て
い
る
第
一
号
養
成
施
設
に
お
い
て
介

護
福
祉
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
中
の
者
に
係
る
養
成
課
程
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
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な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

新
規
則
の
施
行
後
に
法
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
当
該
指
定
及

び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
規
則
別
表
第
四
の
規
定
の
適
用
前
に
お
い
て
も
、
同
表
の
規
定
の
例
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


